
個
人
情
報
保
護
制
度
を

ご
存
知
で
す
か

経済・社会の情報化を背景に

今日、経済・社会の情報
化が進み、個人情報を

利用したさまざまなサービス
が提供され、私たちの生活
は大変便利なものになってい
ます。また、これまでも、互
いに個人情報を共有すること
で、地域社会の協力や連携が
図られてきました。

その反面、個人情報が
誤った取り扱いをされ

ると、個人に取り返しのつか
ない被害を及ぼすおそれがあり、私たちのプライバシーに関する
不安も高まってきています。

現代社会の高度情報通信社会の進展に伴い、個人情報保護の
重要性が高まる中で、個人情報を総合的に保護することを

目的とした制度が個人情報保護制度です。

個
人
情
報
と
は

　

個
人
に
関
す
る
情
報
で
、
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
な
ど
の

記
述
等
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
で
き
る
も
の
を
い
い
ま
す
。

●
● 

町
の
責
務 

●
● 

取
り
扱
う
個
人
情
報
を

明
ら
か
に
し
ま
す
。

　

個
人
情
報
を
取
り
扱
う
事
務
の
内
容
や
収
集

す
る
個
人
情
報
の
項
目
な
ど
を
記
載
し
た
登
録

簿
を
作
成
し
て
い
ま
す
。
登
録
簿
は
、
役
場
情

報
政
策
室
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

目
的
を
明
確
に
し
て
、

個
人
情
報
を
収
集
し
ま
す
。

　

個
人
情
報
を
適
正
に
取
り
扱
う
た
め
、
業
務

の
目
的
を
明
ら
か
に
し
、
取
得
、
保
管
、
利
用

を
制
限
し
、
そ
の
目
的
に
必
要
な
範
囲
内
で
収

集
し
ま
す
。

　

ま
た
、
思
想
、
信
条
、
宗
教
な
ど
社
会
的
差

別
の
原
因
と
な
る
情
報
の
収
集
は
原
則
と
し
て

取
得
し
ま
せ
ん
。

目
的
外
の
利
用・提
供
を
制
限
し
ま
す
。

　

個
人
情
報
を
取
り
扱
う
事
務
の
利
用
目
的
以

外
の
目
的
で
、
個
人
情
報
を
実
施
機
関
の
内
部

で
利
用
し
た
り
、
実
施
機
関
以
外
の
も
の
に
提

供
す
る
こ
と
は
、
原
則
と
し
て
行
い
ま
せ
ん
。

●
● 

自
己
の
権
利 

●
●

　

町
の
機
関
が
保
有
す
る
自
分
の
個
人

情
報
に
つ
い
て
、
開
示
・
訂
正
・
利
用

停
止
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

開
示　

ご
自
分
の
情
報
を
閲
覧
ま
た
は
写
し
の

交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
開

示
で
き
る
か
ど
う
か
の
決
定
は
、
原
則
と
し
て

15
日
以
内
に
行
い
文
書
で
通
知
し
ま
す
。

※ 

個
人
情
報
は
、
そ
の
本
人
に
対
し
て
原
則
と

し
て
す
べ
て
開
示
さ
れ
ま
す
が
、
次
に
挙
げ

る
よ
う
な
場
合
な
ど
、
開
示
で
き
な
い
も
の

も
あ
り
ま
す
。

▼ 

法
令
等
で
明
ら
か
に
開
示
で
き
な
い
と
さ
れ

て
い
る
も
の

▼
開
示
請
求
者
以
外
の
個
人
に
関
す
る
も
の

▼ 

法
人
等
に
関
す
る
も
の
、
ま
た
は
開
示
請
求

者
以
外
の
事
業
を
営
む
個
人
の
当
該
事
業
に

関
す
る
も
の

▼ 

公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
に
支
障
を
及
ぼ

す
必
要
が
あ
る
も
の

▼ 

審
議
、
検
討
ま
た
は
協
議
に
関
す
る
も
の

▼ 

事
務
ま
た
は
事
業
の
適
正
な
遂
行
を
阻
害
す

る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

訂　

正　

開
示
さ
れ
た
個
人
情
報
に
誤
り
が
あ

る
場
合
に
は
、
事
実
を
証
明
す
る
書
類
を
提
出

し
、
訂
正
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

利
用
停
止　

開
示
さ
れ
た
個
人
情
報
に
つ
い

て
、
不
適
切
な
取
得
、
利
用
ま
た
は
提
供
が
行

わ
れ
て
い
る
と
思
う
と
き
は
、
そ
の
利
用
又
は

提
供
の
中
止
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

請
求
の
手
続
き　

開
示
請
求
者
は
本
人
で
す
。

本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
書
類
（
運
転
免

許
証
、パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
）
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

　

お
電
話
で
の
お
問
合
せ
は
、
本
人
の
確
認
が

で
き
な
い
た
め
、
お
答
え
で
き
ま
せ
ん
。

費
用
の
負
担　

閲
覧
は
無
料
で
す
が
、
コ
ピ
ー

は
１
枚
10
円
（
白
黒
・
Ａ
3
ま
で
）
で
す
。

正
し
い
理
解
を
深
め
、

個
人
情
報
を
保
護
す
る
と
共
に
、

有
益
に
利
用
し
ま
し
ょ
う

　

個
人
情
報
は
、
私
た
ち
が
生
活
す

る
様
々
な
場
面
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
ま

す
。
個
人
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
は
、

生
活
上
必
要
不
可
欠
で
す
が
、
一
方
で

情
報
が
流
出
し
て
悪
用
さ
れ
る
事
案
も

出
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
個
人
情

報
の
有
益
性
に
配
慮
」
し
つ
つ
、「
個
人

の
権
利
利
益
を
保
護
す
る
」
た
め
に
個

人
情
報
保
護
法
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
必
要
な
個
人
情
報
の
利

用
・
提
供
が
行
わ
れ
な
い
な
ど
の
過

剰
と
も
い
え
る
反
応
が
一
部
に
み
ら

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

「
本
人
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
、
個
人

デ
ー
タ
を
第
三
者
に
提
供
す
る
こ
と

は
絶
対
に
で
き
な
い
」
と
思
い
込
ん

で
い
ま
せ
ん
か
？

　

個
人
情
報
保
護
法
で
は
、
次
の
よ

う
な
場
合
は
、
本
人
の
同
意
を
得
な

く
て
も
、
第
三
者
に
個
人
デ
ー
タ
を

提
供
で
き
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

●
法
令
に
基
づ
く
場
合

● 

人
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
の
保

護
の
た
め
必
要
で
、
本
人
の
同
意

を
得
る
こ
と
が
困
難
な
場
合

● 

公
衆
衛
生
の
向
上
、
児
童
の
健
全
育

成
の
推
進
の
た
め
特
に
必
要
で
、
本

人
同
意
を
得
る
こ
と
が
困
難
な
場
合

● 

国
の
機
関
、
地
方
公
共
団
体
等
に

協
力
す
る
必
要
が
あ
っ
て
、本
人
同

意
を
得
る
こ
と
に
よ
り
法
令
の
定
め

る
事
務
の
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お

そ
れ
が
あ
る
場
合

　

ま
た
、
次
の
よ
う
な
場
合
に
は
、

本
人
の
同
意
を
得
た
も
の
と
し
て
、

第
三
者
に
個
人
デ
ー
タ
を
提
供
で
き

る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

● 

利
用
目
的
や
内
容
、
本
人
の
求
め

に
よ
り
個
人
デ
ー
タ
の
第
三
者
へ

の
提
供
を
停
止
す
る
こ
と
な
ど
を
、

事
前
の
通
知
や
掲
示
な
ど
に
よ
り
、

本
人
が
容
易
に
知
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
し
て
い
る
場
合

南越前町の個人情報保護の取り組み

　南越前町でも、平成 18年 9月議会で南越前町個人情報保護条例を制定しました。
　町が保有する個人情報の取扱いに関する具体的なルールを定め、個人情報を適正に取り扱う責務と、
自己の個人情報の開示請求などができる権利を保障し、総合的に保護することを目的とした制度で、個
人情報の適正な運営と保護に努めていきます。

条例は、
 ①個人情報を適正に取り扱う町の責務と、 の２つの柱からなっています。

 ②個人情報の開示請求などができる自己の権利

平成18年12月
条例施行

平成18年12月
条例施行

信
頼
を
得
て
、

個
人
情
報
を

利
用
・
提
供
す
る

こ
と
が
大
切
で
す

　

個
人
情
報
の
利
用
・
提
供
を
考

え
る
際
、
私
た
ち
は
、「
個
人
情

報
が
悪
用
さ
れ
る
の
で
は
な
い

か
」と
い
う
不
安
感
を
持
ち
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
、
不
安
感
を
抱
か

せ
な
い
誠
実
な
対
応
が
、
今
、
社

会
に
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

個
人
情
報
の
取
扱
い
に
対
す
る

信
頼
性
を
高
め
、
誰
も
が
安
心
し

て
個
人
情
報
を
利
用
し
、
提
供
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　

個
人
情
報
を
提
供
す
る
側
、
さ

れ
る
側
、
す
べ
て
の
人
が
ル
ー
ル

を
守
り
、
個
人
情
報
を
大
切
に
取

り
扱
い
ま
し
ょ
う
。

　

町
民
の
み
な
さ
ん
は
、
個
人
情

報
の
保
護
の
重
要
性
を
認
識
し
、

自
ら
の
個
人
情
報
の
保
護
に
努
め

る
と
と
も
に
、
他
人
の
権
利
利
益

を
侵
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に

努
め
ま
し
ょ
う
。

■
問
合
せ　

情
報
政
策
室

☎
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３


